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毎週　火曜・金曜日発行� ○印は長崎県例規集に登載するもの

◎　告　示� 所管課（室）名　

　○長崎県福祉保健部関係補助金等交付要綱の一部改正� 福 祉 保 健 課

・�指定管理者の指定� 医 療 人 材 対 策 室

・�障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定自立

支援医療機関の指定（２件）� 障 害 福 祉 課

・�障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定自立

支援医療機関の更新（２件）� 〃

・�道路の供用開始� 道 路 維 持 課

◎　公　告

・�大規模小売店舗立地法に基づく市町村の意見� 経 営 支 援 課

・�県営土地改良事業の工事の完了� 農 村 整 備 課

・�測量の実施� 建 設 企 画 課

・�測量の終了� 〃

・�落札者等� 教 育 環 境 整 備 課

長崎県告示第15号

　長崎県福祉保健部関係補助金等交付要綱（平成19年長崎県告示第460号の９）の一部を次のように改正し、令

和元年度の予算に係る補助金等から適用する。

　　令和２年１月14日

� 長崎県知事　中村　法道　

　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

別表（第２条関係）
医療人材対策室関係

補助金の

名　　称

交付の

目　的

補助事業の内

容、対象経費

等

補助率

又は額

補　助

対象者

１～15　略
16 長崎県病

院内保育

所運営事

業補助金

医療従事

者の離職

防止及び

再就業を

促進する

と と も

に、医療

機関によ

補 助 対 象 者

が、その職員

等の乳児又は

幼児に対し必

要な保護を行

うために設置

する保育所の

運営に要する

予算の範

囲内で知

事が別に

定める基

準 に よ

る。

日本赤十

字社及び

社会福祉

法人恩賜

財団済生

会

別表（第２条関係）
医療人材対策室関係

補助金の

名　　称

交付の

目　的

補助事業の内

容、対象経費

等

補助率

又は額

補　助

対象者

１～15　略

　　　　目　　　　　次

　　　　告　　　　　示
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る入院治

療の必要

は な い

が、安静

の確保に

配慮する

必要があ

る集団保

育が困難

な児童の

保育に資

する。

経費

長崎県告示第16号

　長崎県看護キャリア支援センター条例（平成26年長崎県条例第53号）第２条の指定管理者を指定したので、次

のとおり告示する。

　　令和２年１月14日

� 長崎県知事　中村　法道　

公の施設の名称 指定管理者となる団体の名称 指定の期間

長崎県看護キャリア支援センター 諫早市永昌町23番６号

公益社団法人長崎県看護協会

　　　　　　　　　　会長　西村　伊知恵

令和２年４月１日から

令和７年３月31日まで

長崎県告示第17号

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第59条第１項の規定

による自立支援医療（精神通院医療）を担当させる指定自立支援医療機関（薬局）として次のとおり指定した。

　　令和２年１月14日

� 長崎県知事　　中村　法道　

指定医療機関の名称 所　　在　　地 指定年月日

小路口町薬局 大村市小路口町258-３ 令和２年１月１日

長崎県告示第18号

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第59条第１項の規定

による自立支援医療（精神通院医療）を担当させる指定自立支援医療機関（指定訪問看護事業者等）として次の

とおり指定した。

　　令和２年１月14日

� 長崎県知事　　中村　法道　

指定医療機関の名称 所　　在　　地 指定年月日

訪問看護ステーション　バルーン 諫早市幸町41-17 令和２年１月１日

長崎県告示第19号

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第60条第１項の規定

による自立支援医療（精神通院医療）を担当させる指定自立支援医療機関（病院又は診療所）として次のとおり

指定を更新した。

　　令和２年１月14日
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� 長崎県知事　中村　法道　

指定医療機関の名称 所　　在　　地 指定年月日

医療法人　やなぎクリニック 長崎市万屋町６番15号アイキッズビル２F 令和２年１月１日

長崎県五島中央病院附属診療所

奈留医療センター
五島市奈留町浦1644番地 令和２年１月１日

長崎県告示第20号

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第60条第１項の規定

による自立支援医療（精神通院医療）を担当させる指定自立支援医療機関（薬局）として次のとおり指定を更新

した。

　　令和２年１月14日

� 長崎県知事　中村　法道　

指定医療機関の名称 所　　在　　地 指定年月日

しげみ薬局 長崎市滑石１－２－７ 令和２年１月１日

きりん堂薬局 長崎市滑石３－７－２ 令和２年１月１日

株式会社　福江薬局　松山店 五島市松山町104-１ 令和２年１月１日

にこにこ薬局 長崎市大浦町８番30号 令和２年１月１日

小野島薬局 諫早市小野島町132-１ 令和２年１月１日

こまち薬局 諫早市小野町278-１ 令和２年１月１日

ことのうみ薬局 長崎市長浦町2598-１ 令和２年１月１日

長崎県告示第21号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のとおり開始する。

　なお、その関係図面は、県土木部道路維持課及び島原振興局において告示の日から２週間、一般の縦覧に供す

る。

　　令和２年１月14日

� 長崎県知事　中村　法道　

道路の種類及び路線名 供用開始の区間 供用開始年月日

一般国道

389号

南島原市北有馬町乙字左近谷2841番22地先から

雲仙市小浜町大亀字原山東495番５地先まで
令和２年１月14日

　　　大規模小売店舗立地法に基づく市町村の意見（公告）

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第６条第１項の届出に対し、同法第８条

第１項の規定に基づく意見書の提出があったので、同法第８条第３項の規定により公告するとともに縦覧に供す

る。

　　　　公　　　　　告
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　　令和２年１月14日

� 長崎県知事　中村　法道　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　ダイレックス・松葉屋矢峰店

　　長崎県佐世保市矢峰町117番地２　外

２　届出の概要

　　①大規模小売店舗を設置する者の代表者の氏名に関する届出事項の変更

　　②大規模小売店舗において小売業を行う者の代表者の氏名に関する届出事項の変更

３��意見書の概要

　　意見書を提出した者

　　　佐世保市長　朝長　則男

　　意見書の内容

　　　意見なし

４��関係書類の縦覧

��　縦覧期間

　　　公告の日から１月間

��　縦覧場所

　　�　長崎県産業労働部経営支援課、長崎県県北振興局商工水産部商工観光課及び佐世保市観光商工部商工物産

課

　　　県営土地改良事業の工事の完了（公告）

次の県営土地改良事業は、工事を完了した。

　　令和２年１月14日

� 長崎県知事　中村　法道　

地区名 事業の名称 工事着手時期 工事完了時期

目代
県営経営体育成基盤整備事業　農地整備事業

（経営体育成型）
平成22年３月26日 平成27年10月19日

　　　測量の実施（公告）

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条の規定において準用する同法第14条第１項の規定により、長与町長か

ら公共測量（写真地図作成）を次のとおり実施する旨の通知があった。

　　令和２年１月14日

� 長崎県知事　中村　法道　

　公共測量実施の地域及び期間

地　　　　　域 期　　　　　間

西彼杵郡　長与町
令和２年１月１日から

令和２年３月27日まで

　　　測量の終了（公告）

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条の規定において準用する同法第14条第２項の規定により、島原振興局

長から公共測量（基準点測量）を次のとおり終了した旨の通知があった。

　　令和２年１月14日

� 長崎県知事　中村　法道　
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　公共測量終了の地域及び終了日

地　　　　　域 終　　了　　日

雲仙市　小浜町 令和元年12月23日

　　　落札者等（公告）

　落札者等について、次のとおり公示する。

　　令和２年１月14日

� 長崎県知事　中村　法道　

１　購入件名及び数量

　　①長崎県教育委員会所管施設で使用する電力（長崎地区）

　　　予定契約電力　2,270kW、予定使用電力量　3,817,342kWh

　　②長崎県教育委員会所管施設で使用する電力（県北地区）

　　　予定契約電力　2,642kW、予定使用電力量　4,240,660kWh

　　③長崎県教育委員会所管施設で使用する電力（県央地区）

　　　予定契約電力　2,345kW、予定使用電力量　4,005,651kWh

　　④長崎県教育委員会所管施設で使用する電力（県南・五島地区）

　　　予定契約電力　1,747kW、予定使用電力量　2,741,125kWh

２　契約に関する事務を担当する部局等の名称及び所在地

　　長崎県教育庁教育環境整備課

　　〒850-8570�長崎市尾上町３－１�電話095-894-3323

３　契約方法

　　一般競争入札

４　落札決定日

　　令和元年12月19日

５　落札者

　　①長崎県教育委員会所管施設で使用する電力（長崎地区）

　　　長崎市城山町３番19号　九州電力株式会社長崎営業所　所長　村川　常雄

　　②長崎県教育委員会所管施設で使用する電力（県北地区）

　　　佐世保市福石町４番12号　九州電力株式会社佐世保営業所　所長　中川　信次

　　③長崎県教育委員会所管施設で使用する電力（県央地区）

　　　大村市東三城町13番地　九州電力株式会社大村営業所　所長　中川　寿幸

　　④長崎県教育委員会所管施設で使用する電力（県南・五島地区）

　　　島原市城内１-1207-１　九州電力株式会社島原営業所　所長　田中　博徳

６　落札価格

　　①長崎県教育委員会所管施設で使用する電力（長崎地区）

　　　44,319,317円（消費税及び地方消費税は含まない。）

　　②長崎県教育委員会所管施設で使用する電力（県北地区）

　　　48,426,302円（消費税及び地方消費税は含まない。）

　　③長崎県教育委員会所管施設で使用する電力（県央地区）

　　　47,595,037円（消費税及び地方消費税は含まない。）

　　④長崎県教育委員会所管施設で使用する電力（県南・五島地区）

　　　33,829,895円（消費税及び地方消費税は含まない。）

７　入札公告日

　　令和元年11月５日

８　落札方式

　　総額が最低価格
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